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特別教育用テキスト 

＜新旧対照表＞ 4 版 令和５年 12 月 27 日 

【補足事項】※「旧版」から「新版」への文章の修正・追加・削除部分は、下線部を参照してください。 

※誤字・脱字および奥付等の軽微な修正は割愛します。 

※参考等の法令改正は引用先となる「発翰番号」「表題」のみ掲載します。 

（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日） 

[ 表記・用語の統一   ] 

※旧版から新版への改訂にあたり、表記・用語を統一したものはありません。 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

表紙  (赤枠を追加、変更) 

 

表紙   

 

 
 

 

 
 

まえ

がき 

下から

7 行目

の次行 

（右記文章追加） まえ

がき 

下から 

9 行目 

その後、令和 5 年 3 月の労働安全衛生規則

の一部改正では、①一側足場の使用範囲の

明確化、②足場点検時の点検者の指名、③

足場組立て後等の点検者の氏名の記録、保

存が義務化されました。 

目次 

2 

 （赤枠箇所を右記に修正） 

 

目次 

2 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

目次

3 

 （赤枠を右記に修正） 

 

目次 

3 

  

 

 
 

 

 
 

目次

4 

 （赤枠を右記に修正、追加） 目次 

4 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

３ 図 1-1 （赤枠を右図に修正） ３ 図 1-1  

 

 
 

 

 
 

4 上から

2 行目 

（右記追加） ４ 上から

２行目 

⑤作業主任者は足場の点検が確実に行われ

るように、点検者をあらかじめ指名する。 

９ 表 2-2 

上 か ら

3 行目 

本足場、棚足場として現在最も多く使用さ

れ、〜 

9 表 2-2 

上 か ら

3 行目 

本足場、棚足場として現在多く使用され、

〜 

9 下から

４行目 

ブラケット一側足場を設置する。                       9 下から

４行目 

ブラケット一側足場を設置する。※注 

11 表 2-2

欄外 

 11 表 2-2

欄外 

（赤枠を追記） 

 

 
 

 

 
 

15 表 3-1  15 表 3-1 （赤枠を追記） 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

15 

 

表 3-1 

欄外 

（右記追加） 15 表 3-1 

欄外 

階段の蹴上高さは、足場先行工法ガイド

ラインは「30cm 以下」、（一社）仮設工業

会の仮設機材認定基準では「35cm 以下」

となっている。 

 また、路面の大きさ（奥行）は、足場先

行広報ガイドラインは「20cm 以上」、（一

社）仮設工業会の仮設機材認定基準では、

「18cm 以上」となっている。 

32 図 4-9  32 図 4-9 

 

（赤枠を追加） 

 

 
 

 

 
 

36 図 4-15 （赤枠を右図に修正） 36 図 4-15  
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

37 図 4-18  37 図 4-18 （赤枠を追加） 

 

 
 

 

 
 

43 図 4-26  43 図 4-26 （赤枠を追加） 

 

 
 

 

 
 

48 上から

10 行目 

困難な場合は、ブラケット一側足場等を設

置する。 

48 上から

10 行目 

困難な場合は、場所の状況によりブラケ

ット一側足場等を設置する。 

48 上から

10 行目

の次行 

（右記追加） 48 上から

11 行目 

建地を一側とする場合は、足場の動揺や

倒壊を防止するのに十分な強度を有する構

造としなければならない。 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

48 

 

図 4-31 

 

（赤枠を右図に修正、追加） 48 図 4-31 

 

 

      

 
      

 

 

50 上から

５行目 

⒜ 手すり、中桟の取り付け（図４－ 34 

参照） 

50 上から

5 行目 

⒜ 手すり、中桟の取付け（図４－ 34 参

照） 

51 上から

1 行目 

⒝ 控え、火打ちの取り付け（図４－35

参照） 

51 上から

1 行目 

⒝ 控え、火打ちの取付け（図４－35 参

照） 

51 図 4-35  51 図 4-35 （赤枠を追加） 

 

 

 

 

51 上から

8 行目

〜 

9 行目 

また、足場上部の４構面のコーナー付近

には単管足場用鋼管等で火打ちを設け、互

いの構面を連結する。 

51 上から

6 行目

〜 

7 行目 

（左記文章を図 4-35 控えの設置の下へ移

動） 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

55 図 4-40  55 図 4-40 （赤枠を追加） 

 

 
 

 

 
 

55 の

次頁 

 （右を追加） 56   
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

62 図 4-51  63 図 4-51 （赤枠を追加） 

 

 
 

 

 
 

66 図 4-57

のタイ

トル 

移動式足場（移動式足場用建わく）（例） 67 図 4-57

のタイ

トル 

移動式足場（内側昇降式移動式足場用建わ

く）（例） 

68 図 4-59 （赤枠を右図に変更） 69 図 4-59  

 

 
 

 

 
 

80 上から 

１行目

〜 

２行目 

〜（省略）、職長等当該足場を使用する作

業の責任者は、〜（省略） 

81 上から

１行目

〜 

２行目 

〜（省略）、職長等事業者より指名された

者は、〜（省略） 

80 上から 

7 行目

〜 

8 行目 

〜（省略）、職長等当該足場を使用する作

業の責任者（足場の組立て等作業主任者の

選任が必要な作業の場合は当該作業主任

者）は、〜（省略） 

81 上から 

7 行目

〜 

8 行目 

〜（省略）、職長（足場の組立て等作業主

任者の選任が必要な作業の場合は当該作業

主任等、事業者より指名された者）は、〜

（省略） 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

91 図 2-5 （赤枠を右図に修正） 93 図 2-5  

 

 
 

 

 

91 上から

2 行目 

き、鋼管等の長尺物には、介錯綱、レンチ 93 上から

2 行目 

き、鋼管等の長尺物には、介錯ロープを付

け、荷ぶれや回転を起こ 

92 上から

8 行目 

手をかけて誘導することは避け、介錯綱で

誘導する 

94 上 か ら

8 行目 

手をかけて誘導することは避け、介錯ロー

プで誘導する。 

92 図 2-7 （赤枠を右記に修正） 

 

 

94 図 2-7  

 

 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  



10 

 

（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

94 表 3-1 (赤枠を右表に修正)   96 表 3-1  

 

 

 

 
 

102 上から

3 行目 

〜 

４行目 

 足場からの墜落防止措置等を充実させる

ために、改正された労働安全衛生規則（平 

成 21 年３月公布、平成 21 年６月から施

行）では墜落防止措置として、わく組足場

とそれ以外の足場に分けて規定された。 

104 上から

3 行目 

〜 

４行目 

足場の組立足場からの墜落防止措置等を充

実させるために、墜落防止措置として、 

わく組足場とそれ以外の足場に分けて規定

されている。 

103 図 1-1 (右図に修正) 105 図 1-1  
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

105 図 1-2 (右図に修正) 107 図 1-2  

 

 
 

 

 

 

110 写真 1-

2 のタ

イトル 

鉄骨梁の親綱支柱取付け例 112 写真 1-

2 のタ

イトル 

鉄骨梁の親綱支柱平行設置取付け例 

111 下から 

6 行目 

親綱は、合成繊維ロープで外径 16 ㎜のも

のを使用する。 

113 下から

6 行目 

親綱は、合成繊維ロープで外径 16 ㎜以上

のものを使用する。 

111 下から 

2 行目 

また、１本の水平親綱は１人で利用し、同

時に数人の者が利用しないようにする 

113 下から 

2 行目 

また、１本の水平親綱は１スパンに１人の

立ち入りで使用し、同時に数人の者が使用

しないようにする 

112 図 1-9 (右図に変更) 114 図 1-9  

 

 
 

 

 
 

117 上から 

１行目 

⑷ ネットフレーム 119 上から 

１行目 

⑷ ネットフレーム（養生枠） 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

119 写真 3-

2 

（右図に変更） 121 図 3-1  

 

 
 

 

 

 
 

 

120 図 3-1 図３－１ フルハーネス型の構造と各部の

名称（例） 

122 図 3-2 図３－２ フルハーネス型の構造と各部の

名称（例） 

120 図 3-2 図３－２ フルハーネス型の装着（例） 122 図 3-3 図３－３ フルハーネス型の装着（例） 

120 図 3-3 図３－３ 二丁掛け安全帯の使用（例） 122 図 3-4 図３－４ 二丁掛け安全帯の使用（例） 

121 下から 

２行目 

③ 足場の建わく（図３－４、図３－５参

照） 

123 下から 

2 行目 

③ 足場の建わく（図３－５、図３－６参

照） 

121 図 3-4 図３－４ 安全帯フックの取付け箇所（わ

く組足場の建わく）（例） 

123 図 3-5 図３－５ 安全帯フックの取付け箇所（わ

く組足場の建わく）（例） 

121 図 3-5 図３－５ 安全帯フックの取付け箇所（く

さび緊結式足場の手すり先行工法）（例） 

123 図 3-6 図３－６ 安全帯フックの取付け箇所（く

さび緊結式足場の手すり先行工法）（例） 

123 上から 

2 行目 

安全帯の正しい使い方を図３－６に示す。 125 上から 

2 行目 

安全帯の正しい使い方を図３－７に示す。 

123 図 3-6 図３－６ 胴ベルト型安全帯の正しい使い

方（例） 

125 図 3-7 図３－７ 胴ベルト型安全帯の正しい使い

方（例） 

125 上から 

3 行目 

（図３－７、図３－８参照）に該当する箇

所があれば、使用を中止して部品又は安全

帯を新品に交換する。 

127 上から 

3 行目 

（図３－８、図３－９参照）に該当する箇

所があれば、使用を中止して部品又は安全

帯を新品に交換する。 

125 図 3-7 図３－７ 胴ベルト型の廃棄基準（例） 127 図 3-8 図３－８ 胴ベルト型の廃棄基準（例） 

126 図 3-8 図 ３ － ８  フ ルハ ー ネス型 の 廃 棄基 準

（例） 

128 図 3-9 図 ３ － ９  フ ルハ ー ネ ス型 の 廃 棄基 準

（例） 

127 上から 

2 行目 

3.2.1 保護帽（写真３－３参照） 129 上から 

2 行目 

3.2.1 保護帽（写真３－２参照） 

127 上から 

4 行目 

 ① 保護帽は、厚生労働大臣が定める規

格に適合したもので、〜（省略） 

129 上から 

4 行目 

①  保護帽は、厚生労働大臣が定める保護

帽の規格に適合したもので、〜（省略） 

127 写真 3-

3 

写真３－3 保護帽の例 129 写真 3-

2 

写真３－2 保護帽の例 

128 上から 

4 行目 

⑴ 保護めがね（写真３－４参照） 130 上か 

4 行目 

⑴ 保護めがね（写真３－３参照） 

128 写真 3-

4 

写真３－４ 保護めがねの例 130 写真 3-

3 

写真３－３ 保護めがねの例 

128 下から 

5 行目 

⑵ シールド面付きヘルメット（写真３－

５参照） 

130 下から 

5 行目 

⑵ シールド面付きヘルメット（写真３－

４参照） 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

128 写真 3-

5 

写真３－５ シールド面付きヘルメットの

例 

130 写真 3-

4 

写真３－４ シールド面付きヘルメットの

例 

129 上から 

2 行目 

⑴  作業服装（図３－９参照） 131 上から 

2 行目 

⑴  作業服装（図３－ 10 参照） 

129 図 3-9 （赤枠を修正） 131 図 3-10  

 

 
 

 

 
 

129 図 3-9 図３－９ 高所作業を行う場合の作業服装

の例 

131 図 3-10 図３－ 10 高所作業を行う場合の作業服

装の例 

130 上から 

1 行目 

(2）手袋（写真３－６参照） 132 上から 

1 行目 

(3）手袋（写真３－５参照） 

130 上から 

5 行目 

プ等の鋼材等を取り扱う場合は皮手袋、〜

（省略） 

132 上から 

5 行目 

プ等の鋼材等を取り扱う場合はかわ手袋、

〜（省略） 

130 写真 3-

6 

（赤枠を修正） 132 写真 3-

5 

 

 

 
 

 

 
 

130 上から 

9 行目 

(3）履物（写真３－７参照） 132 上から 

9 行目 

(3）履物（写真３－６参照） 

130 写真 3-

7 

写真３－７ 作業用履物の例 132 写真 3-

6 

写真３－６ 作業用履物の例 
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（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

132 表 4-2 （赤枠を削除） 134 表 4-2  

 

 
 

 

 
 

151 上から 

7 行目 

12 つり足場用のつりチェーン及びつりわ

く 

153 上から 

7 行目 

12 つり足場用のつりチェーン及びつり枠 

153 上から 

14 行目 

4 〜 10 （略） 155 上から 

14 行目 

4 〜 10 の４ （略） 

156 下から 

13 行目 

（右記追加） 158 下から 

12 行目 

（※要求性能墜落制止用器具：墜落による

危険のおそれに応じた性能を有する墜落制

止用器 

具をいう。（第130 条の5 参照）） 

156 下から 

12 行目 

第5１9条（開口部等の囲い等） 158 下から 

10 行目 

第5１9条 

156 下から 

5 行目 

第520条（要求性能墜落制止用器具の使

用） 

158 下から 

3 行目 

第520条 

158 上から 

17 行目 

 事業者は、作業のため物体が飛来するこ

とにより、労働者〜（省略） 

160 上から 

19 行目 

事業者は、作業のため物体が飛来するこ

とにより労働者〜（省略） 

160 上から 

10 行目

の次行 

（右記追加） 162 上から 

13 行目 

第561条の2 

事業者は、幅が1 メートル以上の箇所に

おいて足場を使用するときは、本足場を使

用しなければならない。ただし、つり場を

使用するとき、又は障害物の存在その他の

足場を使用する場所の状況により本足場を

使用することが困難なときは、この限りで

はない。 

161 上から 

16 行目 

2  はり間方向における建地と床材の両端

との隙間の和が24センチメートル未満とす

ることが〜（省略） 

163 上から 

21 行目 

2  はり間方向における建地と床材の両端

との隙間の和を24センチメートル未満とす

ることが〜（省略） 

163 上から 

2 行目 

事業者は、足場（つり足場を除く。）に

おける作業を行うときは、その日の作業を

開始〜（省略） 

165 上から 

7 行目 

事業者は、足場（つり足場を除く。）に

おける作業を行うときは、点検者を指名し

て、その日の作業を開始〜（省略） 

      

      



15 

 

（旧版） 3 版 （令和 5 年 5 月 12 日） 120305 （新版） 4 版 （令和 5 年 12 月 27 日）120306 

頁 箇所 内 容 頁 箇所 内 容 

163 上から 

7 行目 

〜（省略）足場における作業を行うとき

は、作業を開始する前に、次の事項につい

て、点検し、異常を認めたときは、直ちに

補修しなければならない。 

165 上から 

11 行目 

〜（省略）足場における作業を行うとき

は、点検者を指名して、作業を開始する前

に、次の事項について点検させ、異常を認

めたときは、直ちに補修しなければならな

い。 

163 下から 

18 行目 

1 当該点検の結果 165 下から 

12 行目 

1 当該点検の結果及び点検者の指名 

163 下から 

15 行目 

事業者は、つり足場における作業を行う

ときは、その日の作業を開始する前に、前

条第2項第1号から第5号まで、第7号及び第

9号に掲げる事項について、点検し、異常

を認めた 

 下から 

9 行目 

 

事業者は、つり足場における作業を行う

ときは、点検者を指名して、その日の作業

を開始する前に、前条第2 項第1 号から第5 

号まで、第7 号及び第9 号に掲げる事項に

ついて点検させ、異常を認めたときは、直

ちに補修しなければならない。 

170 上から

17 行目 

〜（省略）においては、足場における作

業を開始する前に、次の事項について点検

し、〜（省略） 

172 上から

17 行目 

〜（省略）においては、点検者を指名し

て、足場における作業を開始する前に、次

の事項について点検させ、〜（省略） 

170 下から

2 行目 

1 当該点検の結果 172 下から

2 行目 

1 当該点検の結果及び点検者の氏名 

      

 


